
 

保 安 管 理 業 務 委 託 契 約 書 （案） 

委託者（甲）公立大学法人 福井県立大学 

受託者（乙） 

甲と乙とは、甲が設置する次の事業場における自家用電気工作物の保安管理に関する業務（以下「保安管理業

務」といいます。）の委託について、下記に掲げる条項のとおり契約します。 

 

事業場名 公立大学法人 福井県立大学 小浜キャンパス 

所 在 地 福井県小浜市学園町１－１ 

設備容量 2345ｋＶＡ6600Ｖ  予備発電装置 300kＶＡ （発電所出力－ｋＷ） 

 

この契約成立の証として本書２通を作成し、甲乙各自１通を保有するものとします。 

令和８年４月１日 

甲 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

公立大学法人 福井県立大学 

理 事 長  窪田 裕行 

 

 

乙  

 

 

 

記 

（業務の委託） 
第１条 甲は、甲の設置する頭書の事業場における自家用電気工作物について、その保安管理業務を乙に委託し、
乙はこれを受託します。 

（委託業務の内容） 

第２条 甲が乙に委託する保安管理業務は、電気事業法第４３条第１項に定める甲の設置する自家用電気工作物
の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務であって、乙は甲の保安規程に基づいてこの契約に定め
る範囲の業務を実施するものとし、その細目は別紙２のとおりとします。 
２ 前項の定めにより甲が乙に委託した業務以外の日常巡視、点検等の業務については、甲が保安の責を有す 
るものとし甲の保安規程に基づいて甲が実施するものとします。 
３ 定期点検以外の業務（工事期間中の巡視、点検等）に係る委託手数料、必要の都度別途に定めるものとし
ます。 

（委託手数料） 

第３条 委託手数料及び支払条件は、別紙３のとおりとします。 

（契約期間） 

第４条 この契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとします。 

２ 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額について減額または削除が

あった場合は、この契約は解除するものとします。 

（甲及び乙の協力義務） 

第５条 甲は、乙の保安管理業務の実施にあたり甲に指導した事項又は甲乙協議決定した事項については、すみ
やかに必要な措置をとり、又、乙が助言した事項については、乙の意見を尊重するものとします。 
２ 甲は、乙の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとします。 
３ 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。 

（連絡責任者等） 

第６条 甲は、甲の保安規程に定める連絡責任者及び発電所を設置する場合には運転責任者をあらかじめ指名す
るものとします。又、甲は連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただち
にその氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。なお、設備容量が６０００ｋＶＡ以上となる場合の連
絡責任者は、電気工事士法に規定する第 1 種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する
者をあてるものとします。 

 ２ 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせることに努めるものとします。 
（保安業務担当者の資格等） 
第７条 乙は、第 1 条に掲げる電気工作物の保安管理業務を実施する者（以下「保安業務担当者」といいます｡）
には、電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとします。 
２ 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、提示することとします。 

３ 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者（以下「保安業務従事者」といいます。）に、保安管理
業務の一部を実施させることができるものとします。 
４ 保安業務担当者及び保安業務従事者（以下「保安業務担当者等」といいます｡）は、必要に応じ補助者を同
行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとします。 
５ 電気工作物に事故、故障等が発生した場合、保安業務担当者等又は乙の職員を対応させるものとします。 
６ 乙は、前各項で定める保安業務担当者等を定め、乙の事業所への連絡方法とともに、書面をもって甲にお
知らせし、甲は面接等により本人の確認を行うこととします。 

  なお、保安業務担当者等の変更の場合にあっても同様とします。 
７ 甲は乙の事業所への連絡方法を確認し、第２項の証明書並びに第６項の通知書等により、本人確認をする
こととします。ただし、緊急の場合はこの限りでないものとします。 

（代行者の点検） 
第８条 乙は、保安業務担当者等が次の各号の理由により保安管理業務が実施できない場合は、他の電気事業法
施行規則に適合する者(以下「代行者」といいます。)が実施できるものとします。なお、代行者による実施は
６箇月を超えないものとします。 

(1) 地震、台風、水害等が発生した場合 
(2) 保安業務担当者等が病気等で療養を要する場合 

(3) 乙が保安業務担当者等の定期点検の品質管理を行う場合 

(4) 保安業務担当者等が乙が定める勤務時間範囲外に作業を行う場合 

 （点検の延伸） 

第９条 甲又は乙は、次の各号の事情により当該月の定期的に行う電気工作物の巡視、点検及び測定・試験（以
下「定期点検」といいます｡）が実施できない場合は、甲乙協議の上、代替日を決定し定期点検を実施、又は
電話等の問診に換えることができるものとします。  

 (1) 病原性ウイルスやその他感染拡大のおそれがある疾病が発生した場合 
 (2) 地震、台風、水害等により点検に赴けない場合 
（記録の保存） 
第１０条 乙が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、甲が報告者の氏名と報告内容を確認するととも
に、甲乙双方において３年間保存するものとします。 

（電気工作物の設置又は変更） 
第１１条 甲は、その自家用電気工作物を新たに設置又は変更しようとするときは、あらかじめ乙と事前に協議
し、電気工作物の安全確保に遺漏ないように努めるものとします。 
２ 前項の自家用電気工作物の新たな設置又は変更により、設備容量に変更が生じた場合は第４条の契約期間
内でも、この契約を更改するものとします。 

（甲の通知義務） 

第１２条 甲は、次の各号に定める事項を乙に通知するものとします。 
(1) 代表者の変更、譲渡及び合併等による権利義務の承継 
(2) 委託者、事業場の名称及び所在地の変更 

(3) 連絡責任者の決定又は変更。発電所を有する場合は運転責任者の決定又は変更 

(4) 電気事故 

(5) その他乙の保安管理業務実施の上で乙が必要として甲に通知を求めた事項 

（不安全施設に関する措置等） 

第１３条 甲は、乙が実施する保安管理業務の安全をはかるため、良好な作業環境の確保に努めるものとします。 

２ 甲は、乙が保安管理業務を実施するための通路又は足場の状態が悪く、作業者の安全が確保しがたい施設
等について、甲の負担にて改修するものとします。 

（設備の特殊性のため点検できない場合の措置） 

第１４条 甲は、次の各号のいずれかに該当する設備の点検については、乙の監督の下で点検、測定・試験の全
部又は一部を甲の責任及び負担により、専門業者等に依頼して実施するものとします。これに関し、甲の求め
に応じ乙は指導又は助言を行うこととします。又、甲はその結果を乙に通知するものとし、乙は結果を確認し
必要に応じ指導又は助言を行うものとします。 

(1) 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備  
(2) 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消

防用設備等 

(3) 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械 
(4) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機器、オートメ
ーション化された工作機械群等） 

(5) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 
(6) 停電のために特殊な操作手順若しくは特定の時間帯によることが必要となるコンピューター等を使用する
回路 

(7) 事業場外で使用されている電気機器である自家用電気工作物 
(8) 常時電路に接続されておらず、専ら移動して使用するための電気機器及びこれに付属する電線 

(9) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 
（設置場所の特殊性のため点検できない場合の措置） 

第１５条 甲は、電気使用場所の設備の点検について、次の各号の場所において甲の都合、その他の理由で乙
がその場所に立入りできない場合は、甲が乙より点検方法の指導を受けて実施し、その結果を乙に通知する 

ものとします。なお、その点検結果について乙が点検を行う必要を認めたときは、甲は乙の立入りについて
措置するものとします。 

電気保安法人と個人事業者では契約書式が異なるため、現行の契約条項を例示したものである。 

保安規程に基づき高圧絶縁監視ユニット、低圧絶縁監視システムによる監視が必須条件である。 



(1) 立入に危険を伴う場所 (酸素欠乏危険箇所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射
線管理区域等) 

(2) 情報管理のため立入が制限される場所 (機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等) 

(3) 衛生管理のため立入が制限される場所 (手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)  

(4) 機密管理のため立入が制限される場所 (独居房等) 

(5) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所 (密閉場所等) 
（機密の保持） 
第１６条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の機密情報を第三者に漏らし又は利用して 
 はならない。ただし、乙は、経済産業省からその監督業務に必要として提出要請があった、甲の自家用電気
工作物に対して実施した乙の保安管理業務に係る事項及び本契約書の写しを提出することができるものと
します。 

 ２ 本条の規定は契約の解除後も効力を有するものとします。 
（契約の失効） 

第１７条 この契約は、次の各号のいずれかに該当する場合、その効力を失うものとします。 

(1) 外部委託承認申請の承認が得られないとき、又は承認が取消となったとき 

(2) 発電所出力が電気事業法施行規則第５２条第２項に規定する出力以上又は需要設備の受電電圧が７００
０Ｖを超えるものとなったとき 

(3) 配電線路の電圧が６００Ｖを超えるものとなったとき 

(4) この契約の対象である電気工作物が一般用電気工作物となったとき 
(5) この契約の対象である電気工作物が廃止されたとき 

(6) 火薬類取締法に規定する火薬類の製造する事業場及び鉱山保安法が適用される場所となったとき 
（契約の解除） 

第１８条 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その相手方当事者は催告の上、１箇月後にこ
の契約を解除できるものとします。なお、催告は口頭による通知又は文書の郵送により行うこととします。 

(1) 甲又は乙が、この契約又は電気関係法令に基づく義務に違反し、この契約に定める保安管理業務等の実
施ができないと認められたとき(ただし、第２項及び第３項の内容を除く) 

(2) 甲が手数料の支払いを遅滞したとき 

(3) 甲がこの契約の第１３条に定める事項について誠意をもって実施しないとき 
(4) 停電による定期点検が保安規程で定める期間を超え、甲乙協議にもかかわらず実施できないとき 
(5) 甲が、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」といいます。）の規定に適合していない箇 

所の改修を、乙の指導、助言後も長期間改修せずに放置したとき 
２ 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、３箇月前迄にその旨文書によ
り通知し、甲乙相互が合意したうえで解除できるものとします。 

（損害賠償） 

第１９条 乙の故意又は重大な過失により甲に対して損害を与えた場合は、乙は損害賠償の責任を負うものと
します。ただし、甲が乙の過失を立証できない場合又は乙の責に帰することのできない事由によるときは、
乙は責任を負わないものとします。 

（停電による点検） 
第２０条 停電による定期点検及び臨時点検における甲所有設備の停電操作・復電操作は、甲の責任において
行うものとします。停電による定期点検及び臨時点検の実施において甲所有の設備に損害が発生した場合の
責任負担については、当該損害が乙の故意又は重大な過失により発生したことが明白な場合は乙の負担とし、
その他は甲の負担とします。 

（その他） 

第２１条 この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議し解決す
るものとします。 

以 上 



 

                    別紙１ 

 

ＥＳ－Ｎａｖｉ業務委託仕様書 
 

 委託者（甲） 公立大学法人 福井県立大学 

 受託者（乙） 
 
 甲と乙とは、甲の電気設備の監視に関する業務（以下、「ＥＳ－Ｎａｖｉ業務」という。）の委託 

について次のとおり契約します。 
 

（ＥＳ－Ｎａｖｉ業務の内容） 

第１条 甲が乙に委託するＥＳ－Ｎａｖｉ業務は、甲が設置する次の事業場における電気設備等の状 

 態を、乙が乙の設置するＥＳ－Ｎａｖｉにより常時監視するものとします。なお、ＥＳ－Ｎａｖｉ 

 の異常警報の対処については、第５条に従い乙が甲に異常を通知すると共に、第６条に基づき原因 

 究明を行うものとします。 
           
     事業場名 公立大学法人 福井県立大学 小浜キャンパス 

     所 在 地 福井県小浜市学園町１－１ 
 

（ＥＳ－Ｎａｖｉの設置及び保守） 

第２条 乙は、第１条の業務を実施するため、乙の所有するＥＳ－Ｎａｖｉを甲の高圧受電室内等に 

 乙の負担により設置し、常に正常に稼動するよう乙の責任の下に保守を行うものとし、甲は設置場 

 所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとします。 

   ただし、設置に際し特殊な工事が必要な場合や、お客さま取引業者による施工を実施する場合に 

 は、別途工事費が必要となる場合があります。 

  

  監視内容及び監視回路数 

   高圧絶縁監視  １ 回路     

    

（委託手数料）          

第３条 委託手数料は保安管理業務委託手数料に含むものとします。 

   ただし、原因究明のため、停電を伴う測定・試験が必要な場合及びその他特別に実費が必要な場合

は、別途手数料を申し受けます。 

 

（ＥＳ－Ｎａｖｉの保全） 

第４条 甲は、乙の設置したＥＳ－Ｎａｖｉの善良なる保全に努めることとし、移設、取外、修理等 

 を行わないものとします。万一、甲の故意過失によってＥＳ－Ｎａｖｉに損害を与えた場合には、 

 その損害相当額を弁済するものとします。 

 

(異常警報の通知） 

第５条 乙が甲に対して行う異常警報の通知は、甲が指定した携帯電話及び甲が設置したインターネ 

 ットの接続が可能な機器に対し自動で行うものとします。また、甲と協議の上、必要な警報につい 

 ては電話連絡を行います。ただし、天災（地震、台風、雷等）、通信事情その他乙の責によらない 

 事情及び乙の受信センターのメンテナンス等やむをえない事情により、異常警報の通知が不能又は 

 遅れる場合があります。 

 

（異常警報の原因究明） 

第６条 乙が甲に対して行う異常警報の原因究明については、高・低圧絶縁監視業務に限るものとし、 

 甲と協議の上実施するものとします。 

 

（機密の保持） 

第７条 甲及び乙は、この契約（監視業務の細目を含む 以下同じ）の履行に際して知り得た相手方 

 の機密情報を第三者に漏らし又は利用してはならない。なお、本条の規定は契約の終了後も効力を 

 有するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（損害賠償の免責） 

第８条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、損害賠償の責を負わないものとします。 

 (1) この契約に基づき、乙が報告又は助言した事項について、甲がその対策の実施を怠り、これに 

  よって甲に損害が生じたとき 

 (2) 理由のいかんに関わらず、電力会社の最大需要電力（契約電力）に増加が生じたとき 

 (3) 甲が法令又はこの契約に違反し、これによって甲に損害が生じたとき 

 (4) その他乙の責によらない事由により甲に損害が生じたとき 

 

（権利の譲渡） 

第９条 甲はこの契約上の地位およびＥＳ－Ｎａｖｉ業務の提供を受ける権利を譲渡することはでき 

 ません。 

 

（契約の解除） 

第 10条 乙は甲に下記事由が生じた場合は、この契約を解除できるものとします。 

  (1) 甲が第３条の委託手数料の支払いを２箇月以上遅滞したとき 

 (2) その他甲がこの契約条項を遵守しないとき 

 

（契約条項の変更） 

第 11条 乙はこの契約条項を改定する事があります。その場合には改定後の新条項を適用するものと 

 します。 

 

（契約期間） 

第 12条 この契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとします。 

２ 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額について減額または削除が

あった場合は、この契約は解除するものとします。 

 

（その他） 

第 13条 この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議し 

 解決するものとします。 
 

 以下



［別紙２］ 

保安管理業務の細目  

 

１．保安管理業務委託契約書（以下「契約書」といいます。）第２条第１項に基づき実施する乙の保安管理業務は、甲の

保安規程に基づき、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について甲に報告すると共に経済産業省令で定める技術基

準（以下「技術基準」といいます。 ）への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、必要な指導又は助言

を行います。 

なお、電気機器、諸装置等の機能点検及び電気的連系がない部分の点検並びに発電装置の原動機の分解・整備、内

部点検等については、乙の受託する業務に含まないものとします。 

（１）電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事期間中の巡視、点検（週１回以上）及び測定・試験 

（２）電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の巡視、点検及び測定・試験（以下「定

期点検」といいます。） 

なお、乙は定期点検時に、甲に、契約書第２条第２項に記載する日常巡視等において異常等がなかったか否かの

問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行います。 

（３）電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求並びに再発防止のためとるべき措置の指導、 

助言及び状況に応じての臨時点検 

２．前項第１号及び第２号に定める点検の種類及び回数は別表 （巡視、点検及び測定・試験の基準） のとおりとします。 

３．別表に記載する事項のうち、主要な事項の取扱いは次のとおりとします。 

（１）年次点検は、当該月の月次点検を併せて行うものとします。 

（２）外観点検は、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過

熱の判定を含む）、電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付状態等を、電気工作物の運転を停止

しない状態で梯子その他の用具を用いず到達できる場所から目視等により実施します。ただし、設備の状況により運

転を停止して点検することがあります。 

（３）△印のものは、乙の定める保安業務マニュアル等による巡視、点検及び測定･試験の実施とその判断基準により、

実施しない場合があります。 

４．乙は、第１項に定める事項のほか、次に掲げる電気保安に関する業務を必要の都度行います。 

（１）経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査の立会い 

（２）電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合の指導、助言 

（３）その他乙がこの契約を履行するため必要な事項 

５．落雷及び水災による受電設備の損傷に対する保険での保証 

  乙は、甲の高圧受電設備が落雷又は水災により損傷した場合は、甲の申し出により、乙の加入する「受電設備保証保

険」から、甲の高圧受電設備を現状復帰させるために要した修理費を保険により保証するものとし、その内容は次のと

おりとします。ただし、高潮及び地震・噴火による津波は保険の保証対象となりません。 

（１）保険の対象となる受電設備（保険の目的）は、電気事業者との責任分界点から受変電設備内の低圧配線用遮断器又

は開閉器の二次側端子までの機器・設備となります。 

（２）保険の対象とならない受電設備は、上記以外の機器・設備、及び上記の間に設置されている「木柱、コンクリート

柱、屋側、フェンス」。 

（３）支払われる保険金（給付金）は、損傷を受けた受電設備を事故発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要した

費用（修理費）から、甲の負担額（２万円）を差し引いた金額となります。なお、「改修のお願い」をしてあるもの

など、事故の内容により保証できない場合があります。 

（４）「受電設備保証保険」の内容等の変更については、乙は甲の了解を得ず保険会社との契約内容を変更できるものと

し、変更した場合は、甲に変更内容を通知します。 

６．乙の設置する低圧絶縁監視装置（以下「監視装置」といいます。）は、次の各号に掲げるとおりとします。 

（１）乙は、甲の事業場の低圧電路の絶縁状態を監視するため、乙の負担により監視装置を設置するものとし、常に正常

に稼動するよう保守を行うものとします。 

（２）甲は、監視装置を設置する場所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとしま

す。 

（３）乙は監視装置が警報基準（設定の上限値を５０ｍA とする。）以上の漏えい電流が発生している警報（以下「漏え

い警報」といいます。）を、連続して５分以上受信した場合、又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合は、乙

の定めた対応基準により対応を行うとともに、乙はその受信記録を３年間保存するものとします。 

（４）甲は、乙の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取外、修理等を行わないものとします。万

一、甲の故意過失によって監視装置が損傷、紛失等をした場合にはその損害相当額を弁済するものとします。 

（５）乙は、この契約が解除又は失効した場合、監視装置を撤去するものとします。 

以 上 



巡視、点検及び測定・試験の基準（DAS隔月点検）                     ［別表］ 

                                           Ｎｏ１  

設  備 点検項目 

工事期間中

の巡視、点検

［週 1回］ 

月次点検 年次点検 

［隔月 1 回］ ［毎年 1回］ ［３年１回］ 

引 

込 

設 

備 

区分開閉器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

継電器の動作試験   △ ○ 

継電器の慣性特性試験   △ ○ 

継電器の動作特性試験   △ ○ 

開閉器と継電器の連動試験   △ ○ 

引込線、支持物、 

ケーブル等 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

受 
電 

設 

備 

断路器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

電力用ヒューズ 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

遮断器、負荷開閉器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

継電器の動作試験   △ ○ 

継電器の慣性特性試験   △ ○ 

継電器の動作特性試験   △ ○ 

遮断器、開閉器と継電器の連動

試験 
  △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

変圧器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

内部点検   △ △ 

絶縁油の酸価度試験   △ △ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視 ○ 高圧絶縁監視装置による 

 

 

 



［別表］ 

                                           Ｎｏ２  

設  備 点検項目 

工事期間中

の巡視、点検

［週 1回］ 

月次点検 年次点検 

［隔月 1 回］ ［毎年 1回］ ［３年１回］ 

受 

電 

設 

備 

コンデンサ、 

リアクトル 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

計器用変成器、零相変

流器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

避雷器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

母線等 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

その他の高圧機器 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

10㌔ﾎﾞﾙﾄによる絶縁抵抗測定   △ ○ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

絶縁状態監視  高圧絶縁監視装置による 

受
・
配
電
盤 

配電盤、制御回路 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

電圧値、電流値の測定  ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

計器校正試験   △ △ 

シーケンス試験   △ △ 

サーモラベルによる温度監視  ○ ○ ○ 

放射温度・部分放電探査測定   ○  

接
地
工
事 

接地線、保護管等 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

接地抵抗測定   △ ○ 

漏えい電流測定  ○ ○ ○ 

構
造
物 

受電室建物、キュービ

クル式受・変電設備の

金属製外箱等 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

配
電
設
備 

電線路 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 



［別表］ 

                                           Ｎｏ３  

設  備 点検項目 

工事期間中

の巡視、点検

［週 1回］ 

月次点検 年次点検 

［隔月 1 回］ ［毎年 1回］ ［３年１回］ 

負 

荷 

設 

備 

低圧機器 
外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

低圧配線、制御配線 
外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

開閉器 
外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

遮断器 
外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

絶縁状態監視  低圧絶縁監視装置による 

蓄
電
池
設
備 

蓄電池 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

電圧測定  ○ ○ ○ 

比重測定   ○ ○ 

液温測定   ○ ○ 

充電装置及び付属装

置 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

構造物等 外観点検 ○ ○ ○ ○ 

非
常
予
備
発
電
装
置 

原動機、始動装置及び

付属装置 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

始動・停止試験  ○ ○ ○ 

保護継電器の動作試験   △ ○ 

発電機及び励磁装置 
外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

遮断器、開閉器、配電

盤、制御装置等 

外観点検 ○ ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定   △ ○ 

発電電圧、周波数（回転数）の

測定 
 ○ ○ ○ 

保護継電器の動作試験   △ ○ 

インターロック試験   △ △ 

Ｐ
Ｃ
Ｂ 

変圧器、コンデンサ、

リアクトル、放電コイ

ル、電圧調整器、開閉

器、遮断器等 

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物 

の確認 
  ○ ○ 

注１ 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、月次点検と設備が運

転中の状態において放射温度・部分放電探査測定を行う点検を実施するもの、または停電により設備を停止状態にして

点検を実施するものをいう。 

２ 工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。 

３ 工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。 

４ 工事完了後の竣工試験の実施、内容については乙と協議する。 

５ 月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 

６ 絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部又は全部

を省略することがある。 

７ 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流

測定に替えることがある。 

８ 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結

果により当該点検の一部に替えることがある。 

９ 設備の絶縁抵抗測定は、高、低圧電路の絶縁状態を監視する「高圧絶縁監視装置、低圧絶縁監視装置」により当該点検

に替えることがある。 

１０ １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、６㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。 

１１ 小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。 

１２ 「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止(予定)の状況を把握し届出状

況の確認を行う。 



別紙３ 

契 約 条 項 

（契約の要項） 

第１条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。 

 

（委託業務の実施方法） 

第２条 乙は、別添実施要領（または仕様書）および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、

誠実にこれを履行しなければならない。 

 

（調査等） 

第３条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もしくは

資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させては

ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第５条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、

もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、

この限りでない。 

  ２ 前項において、乙は、再委託の承認を求める場合は、再委託先、再委託の理由、再委託

する業務の内容、再委託に係る契約予定金額および再委託の契約期間を記載した「再委託

承認申請書」を提出しなければならない。 

  ３ 乙は、甲に対して再委託先の行為について全責任を負うものとする。 

 

（事情変更による委託料の変更） 

第６条 委託期間内にインフレーションその他の予期することのできない特別な事情により賃金

または物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、甲と乙が協議し

て変更契約を締結することにより委託料を変更する。 

 

（実績報告および検査） 

第７条 乙は、四半期の委託業務が終了したときは、速やかに実施要領（または仕様書）に基づ

く報告書等を甲に提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。 

  ２ 甲は委託業務が実施要領等に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて業

務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。 

 

（委託料） 

第８条 契約期間の委託料の総額は次のとおりとする。 

    金          円 

（うち取引に係る消費税および地方消費税の額        円） 

内訳 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日  金    ，   円 

（うち取引にかかる消費税および地方消費税の額 金   ，   円） 

令和９年４月１日～令和１０年３月３１日  金    ，   円 

（うち取引にかかる消費税および地方消費税の額 金   ，   円） 

令和１０年４月１日～令和１１年３月３１日  金    ，   円 

（うち取引にかかる消費税および地方消費税の額 金   ，   円） 



２ 乙は、前条に規定する検査に合格した後、四半期ごとに委託料の支払を甲に請求するも

のとし、甲は乙からの適法な請求書を受理した日の属する月の翌月の２５日（この日が金

融機関の休業日の場合は翌営業日）までに委託料を支払うものとする。 

 

３ 各年度の四半期ごとの支払い金額は次のとおりとする。 

第１四半期        円（うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ，   円） 

第２四半期        円（うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ，   円） 

第３四半期        円（うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ，   円） 

第４四半期        円（うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ，   円） 

 

 

 

 

 
 

  ４ 甲の責めに帰すべき理由により、第２項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、

乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定により定められた割合で計算した

金額を遅延利息として請求することができる。 

 

（遅延利息） 

第９条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、      

遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６

号）第８条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。 

 

（契約の解除） 

第 10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

  （１）その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

  （２）この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 

  （３）誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

  （４）契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 

  （５）契約の解除を申し出たとき。 

  （６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6

号に規定する暴力団員または同条第 2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関

係を有していると認められるとき。 

 

（違約金等） 

第 11条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として委託期間全期間分の

委託料の１００分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の

額を超える損害が発生したときは、甲は、その超過額を請求することができる。 

  ２  前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものとす

る。 

 

（損害賠償請求権） 

第 12条 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたときは、損

害賠償の責めを負う。 

   ２ 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、

当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。 

 

 

 
第１四半期から第３四半期まで 

 契約金額（年額）の 1/4 の金額（10 円未満の端数は切捨て） 
 
第４四半期 

 契約金額（年額）からそれ以前の支払金額を差し引いた金額 



（著作権等権利の処理） 

第 13条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者が有する著作権、特許権等の排他的権利 

    を侵害してはならない。 

  ２  乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その 

    権利関係を処理するものとする。 

  ３  乙が、前２項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は乙に対し 

    て損害賠償を請求することができるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 14条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されていな

い事項を他にもらしてはならない。 

   ２ 前項の守秘義務については、委託業務終了後および解除後においても同様とする。 

 

（情報セキュリティの確保） 

第 15条 乙は、委託業務の実施において、別紙４「受託事業者における情報セキュリティに関す

る事項」を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負う

とともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。 

   ２ 前項の守秘義務については、前条第２項の規定を適用する。 

 

（個人情報の保護） 

第 16条  乙がこの契約に関して取扱う個人情報については「個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）」を遵守しなければならない。 

   ２ 乙は、個人情報の取扱に関し、別紙５「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければな

らない。 

 

（グリーン購入） 

第 17条  乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、環境物品等の調達に努めるものとす

る。 

 

（疑義等の決定） 

第 18条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

（紛争等の解決） 

第 19条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１

審の管轄裁判所とする。 

 

以上 



別紙４ 

 

受託事業者における情報セキュリティに関する事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、以下の受託事業者における情報セキュリティに関する事項を遵守するとともに、個

人情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負わなければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第２ 乙は、委託業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止

できる環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよ

び外部送信を行ってはならない。 

２ 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報（以下、「機密情報」という。）

を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。 

   ただし、作業の特性上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作

業に使用する機器・作業責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に

提出し承認を得なければならない。 

 

（甲の施設内での作業時における事項） 

第３ 乙が甲の施設内で勤務を行う時は、「情報セキュリティ管理要領」（平成２０年４月１日

公立大学法人福井県立大学要領第５号）に規定する情報セキュリティポリシーを遵守しなけ

ればならない。 

２ 第２で規定する機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等

は、甲が貸与するものとし、乙はこれらを持ち込んではならない。 

ただし、乙が事前申請し甲が承認したものについてはこの限りではない。 

３ 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業報告書を提出しなければならない。 

（２）乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。 

（３）乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければな

らない。 

（４）その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。 

 

（緊急時対応） 

第４ 乙は、情報漏えい、滅失その他委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を

知ったとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指

示に従うものとする。 

２ 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、緊急時の担当者の連絡先を提出しなければな

らない。 

（作業者ＩＤおよびパスワード） 

第５ 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者ＩＤおよびパスワードを取り扱わなければ

ならない。 

（１）作業者ＩＤおよびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。 

（２）作業者ＩＤによるアクセスは必要最小限とすること。 

 

（目的外使用の禁止） 

第６ 乙は、甲から提供された委託業務にかかる資料、情報および情報資産（以下、「関係資料」

という。）を委託業務遂行以外の目的に使用してはならない。 

 

（複写および複製の禁止） 

第７ 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。 

 

 



（情報資産の返還） 

第８ 乙は、委託終了後、関係資料を返還しなければならない。 

 

（情報資産の廃棄） 

第９ 乙は、第８に基づき甲に返還する関係資料および成果物以外の関係資料については、委託

業務終了後速やかに廃棄を行わなければならない。 

２ 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理し

なければならない。 

３ 乙は、第１項の廃棄を行った場合は、廃棄を行った日時、担当者名および廃棄の内容を記

録し、これを証明する書面を甲に対して提出しなければならない。 

 

（実地調査および指示等） 

第10 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査

および乙に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または委託業務実施に係る指

示があった場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。 

 

（再委託先への適用） 

第11 この「受託事業者における情報セキュリティに関する事項」は、契約書第５条の規定によ

り承認された再委託先にも適用するものとする。 

２ 再委託先における情報セキュリティに関する責任は乙が負うものとする。 

 



別紙５ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、この

契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用

してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。 

 

（個人情報保護のための措置） 

第３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。  

(1) 責任者および業務従事者の管理体制および実施体制の構築 

(2) 個人情報の管理の状況についての検査に関する体制の構築 

(3) その他個人情報の保護のために必要な措置 

２ 乙は、前項の規定により講じた措置について書面で甲に報告しなければならない。 

 

（収集の制限） 

第４ 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的の達

成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 

 

（利用および提供の制限） 

第５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、

または提供してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。 

 

（複写等の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾なしに次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 個人情報の複写・複製 

(2) 個人情報の送信  

(3) 個人情報が記録されている媒体の外部への送付または持出し  

(4) その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為  

 

（再委託の禁止） 

第７ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者（子

会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）で

ある場合も含む。以下同じ。）に委託してはならない。  

２ 乙は、甲の承諾を得て第三者に委託するときはこの契約において乙が講じることとされてい

る事項と同様の事項を当該第三者（以下「再委託先」という。）に遵守させなければならない。  

 

（個人情報の返還等） 

第８ 乙は、この契約の終了時に、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、または

自らが収集し、もしくは作成した個人情報について、直ちに甲に返還し、引き渡し、廃棄し、

または消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された媒体の物理

的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、第１項に規定する個人情報の廃棄または消去を行った後、廃棄または消去を行った日



時、担当者名および廃棄または消去の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければな

らない。 

 

（調査等の実施） 

第９ 甲は、必要があると認めるときは、乙および再委託先以降の第三者がこの契約による事務

を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況等について、調査または監査を実施

することができる。  

 

（事故報告） 

第１０ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  

 

（定期報告） 

第１１ 乙は、契約内容の遵守状況について、甲に対し定期的に報告しなければならない。  

 

 


